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2026 年 5 月 13 日 

各  位

会 社 名     三 京 化 成 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 小川 和夫

（コード番号：8138 スタンダード市場）

問合せ先 取締役管理部長 青戸 淳

（ＴＥＬ 06-6271-1881） 

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について

当社は、２０２３年６月２８日開催の定時株主総会においてご承認いただきました「当社

株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「現プラン」といいます。）

について、現プランの有効期間が２０２６年３月期の事業年度に係る定時株主総会（以下、

「本定時株主総会」といいます。）終結の時までであることに鑑み、現プラン導入後も引き

続き買収への対応方針をめぐる諸々の動向や様々な議論を踏まえ、その取り扱いを検討し

てまいりました。

その結果、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として、現プ

ランを「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」として更新（以

下、更新後の現プランを「本プラン」といいます。）することを、２０２６年５月１３日開

催の取締役会において決議いたしましたので、株主の皆様のご承認をお願いするものであ

ります。

本プランへの更新にあたり、近時の社会・経済情勢の変化、法令等の改正、買収への対応

方針に関する議論の動向を踏まえ、一部語句の修正・整理を行っておりますが、基本的なス

キームについては現プランからの変更はございません。

本定時株主総会においてご承認いただいた場合には、本プランの有効期間は、本定時株主

総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終

結の時までといたします。

なお、本プランの継続は、監査等委員である社外取締役３名を含む取締役の全員一致によ

り決議されております。

概要については、次のとおりであります。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株

主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。従って、当社株式の大規模買

付行為や買収提案がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。
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しかしながら、株式の大規模買付行為のなかには、その目的、態様等からみて企業価値・

株主共同の利益に資さないものも少なくなく、当社の企業価値及び株主共同の利益に重

大な影響を及ぼす可能性を内包しております。また、株式の大規模買付行為のなかには、

当該買付行為が明らかに濫用目的によるものと認められ、その結果として当社株主全体

の利益を著しく損なうものもないとはいえません。 

当社は、当社の経営にあたって、目先の利益追求ではなく、技術指向型の営業活動を通

じて、様々な顧客のニーズを地道に汲み取り、これに応じた商品提供の実績を積み重ねる

という、中長期的に企業価値向上に取り組む経営が、株主の皆様全体の利益、同時に当社

のお取引先等の皆様の利益に繫がるものと考えております。 

従って、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくために

は、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化してい

くことが最も重要であって、当社の財務及び事業の方針は、このような認識を基礎として

決定される必要があると考えます。当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の

源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

  

２．基本方針の実現に資する取り組み 

（１）当社の企業価値の源泉 

当社は、１９４６年７月の創業以来、染料、工業薬品等の化学品商社として、業界にお

いて確たる地位を築いております。当社は、設立当初から、社内に「試験室」を設置する

など技術指向型の営業活動を展開しており、メーカーに対する顧客ニーズと技術情報の

的確な提供、新商品の開発に関するメーカーとの協業、得意先に対する専門的な商品情報

や商品特性のスピーディーな提供、技術サービスの実施など、単なる流通事業の一翼を担

う業態とは異なる営業活動を行っております。事業範囲は、土木・建材資材関連分野、情

報・輸送機器関連分野、日用品関連分野、化学工業関連分野などをターゲットとし、顧客

中心の営業活動を通して、顧客とともに発展を遂げ、環境保全が人類共通の課題であるこ

とを認識し、市場における信用を培いつつ社会に貢献することを経営の基本方針として

おります。 

このように、当社は、技術指向型の営業活動を通じて、様々な顧客のニーズを汲み取り、

メーカーとの協業等を通じて顧客のニーズに応じた商品を提供していく実績の積み重ね

が、当社を新たなるステップへ導き、更なる成長・飛躍を可能にするものと考えており、

このようなビジネスモデルの維持・発展こそが当社の企業価値の源泉であると考えてお

ります。 

 

（２）当社の企業価値向上への取り組み 

当社は、多様化する顧客ニーズに迅速に対応し、タイムリーで的確な商品・サービスの
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提供をはかるため、中長期的に以下の５つの施策に取り組んでおり、これらを柱に企業競

争力の強化、企業価値の向上に努めております。 

① 収益の向上 

当社は創業以来、一貫して技術コンサルタントを主体とした技術指向型営業を行い、商

社でありながらファブレスによるものづくりを行うなど、より付加価値の高い商品提供

を目指しております。具体的には長年蓄積した技術・ノウハウを駆使したファインケミカ

ル（精密化学品）商品への指向を図るなか、化学系商材に限らない幅広い取扱品目を展開

し、併せて東南アジアへの営業基盤の拡大・整備等に積極的に取り組んでおります。また、

建装材事業にメーカー機能を取り込み、その強化を図るため、２０１５年１２月に各種木

工製品の製造販売を主たる事業とするキョーワ株式会社を完全子会社とし、事業基盤の

拡充とグループ収益の改善に持続的に取り組んでおります。 

② 海外の市場拡大 

近年、国内経済がシュリンクするなか、営業の軸足について東南アジアを中心とした海

外に移し、海外のお客様に対する販売だけでなく輸入品の取り扱いにも力を入れて取り

組んでおります。これまで当社は、２００２年に SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. 

LTD.を、２００７年には中国上海市に産京貿易（上海）有限公司を、２０１０年にはタ

イ王国バンコク都に SANKYO KASEI (THAILAND) CO.,LTD.をいずれも独資で設立、

２０２３年１月にはベトナム社会主義共和国 Ho Chi Minh 市に SANKYO KASEI 

VIETNAM CO.,LTD.を設立いたしました。更に２０２６年 4 月に情報収集および現地関

係先との連絡円滑化を主たる目的として、大韓民国慶尚南道梁山市に連絡事務所を開設

いたしました。これらの海外 5 拠点と国内 5 拠点のグループ力を集結し、お客様に喜ば

れるソリューション営業を展開しております。 

③ サステナビリティへの取組みと高品質体制の確立 

すべての事業目的の遂行に当たっては、環境保全、省資源、健康・労働環境への配慮と

公正・適切な処遇、公正な取引、自然災害等への危機管理など、社会貢献と地球環境のサ

ステナビリティ向上に努めております。また、先端技術分野、社会貢献ならびに地球環境

に資する分野をターゲットとすることで、高付加価値経営の基盤づくりを目指していま

す。 

④ 人的資本や知的財産への投資等 

当社は、役職員の心身の健康に資するよう労働衛生管理の改善に努めるとともに、人材

育成方針にもとづき、職務遂行能力を高めるための技能・技術・知識習得と階層別の期待

役割、発揮能力及び態度を習得する機会を提供・支援し、専門性の高い人材集団となるこ

とを目指しております。また、取引先との連携を通じて、必要に応じて知的財産への投資

機会にも積極的に取り組みます。 

⑤ 事業継続計画への取組み 

予想される広域災害及び重大な局所災害の発生後、人命を尊重し、会社がいち早く事業
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を再開し、災害に起因する従業者の経済的不安の解消や、生活行動の早期正常化を目指す

とともに、非常時において当社グループのレジリエンスを発揮し、出来る限りの社会貢献

を行うことを目的として「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定しております。 

この計画により、お客様への商品・製品の納入を早期に確保し、お客様所有資産(情報

及び知的財産を含む。) の流出防止・保全対策に貢献するとともに、当社グループの知的

財産やノウハウ流出の保護を行い、お客様のみならず利害関係者に安心を提供し、信頼と

満足を得る企業となることを目指しております。 

 

（３）株主への還元について 

当社は、株主の皆様への利益還元を第一として、安定的な配当の維持を基本としつつ、

企業体質・財務体質の強化ならびに業容拡大に備えるため、内部留保の充実などを総合的

に勘案して、配当を決定する方針としております。 

 

３．本プランの必要性 

以上のように、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者について、当社の

企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に

確保、向上していくことを可能とするものであるべきと考えております。 

もとより、当社は、前述のように、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、

その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えておりますが、当

社株式の大規模買付行為や買収提案の中には、当社株主全体の利益を著しく損なうものも

ないとはいえません。 

以上を考慮した結果、当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた

場合に、当社取締役会や株主の皆様がその条件等について検討し、あるいは当社取締役会が

代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するべきであり、その判断のために、大規

模な買付行為を行う買付者において、当社が設定し事前に開示する一定のルールに従って、

必要かつ十分な情報が事前に提供される必要があるという結論に至りました。また、明らか

に濫用目的による買付行為に対しては、当社取締役会が適切と考える方策をとることも、当

社株主全体の利益を守るために必要であると考えております。 

そこで、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益のため、以下の内容の事前の情報

提供等に関する一定のルールとして本プランを設定しておくことが必要であると判断いた

しました。その概要につきましては、別紙１「本プランの概要」をご参照ください。 

なお、２０２６年３月３１日現在における当社の大株主の状況は、別紙５「当社の大株主

の状況」の記載のとおりであり、現時点において、特定の第三者からの当社株式の大規模買

付の申入れ、打診等の事実はございません。 
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４．本プランの内容 

（１）本プランの適用対象 

本プランは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を２０％以上とすること

を目的とする当社株券等（注３）の買付けその他の取得行為、もしくは、結果として特定

株主グループの議決権割合が２０％以上となる当社株券等の買付けその他の取得行為、

またはこれらに類似する行為（注４）がなされた場合を、その適用の対象とします（いず

れについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等

の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる行為を「大規模買付行為」といい、

かかる行為を自ら単独でまたは他の者と共同ないし協調して行うまたは行おうとする者

を「大規模買付者」といいます。）。 

（注１）：特定株主グループとは、 

（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第２７条の２３第１項に規定する株券等をいいま

す。）の保有者（同法第２７条の２３第１項に規定する保有者をいい、同条第３項

に規定する保有者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第

２７条の２３第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます。以下同じとします。） 

または、 

（ⅱ）当社の株券等（同法第２７条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付

等（同法第２７条の２第１項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場におい

て行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第２７条の２第

７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者については、

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項

で定める者を除きます。）を意味します。 

（注２）：議決権割合とは、 

（ⅰ）特定株主グループが、（注１）の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有

割合（同法第２７条の２３第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合

においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券

等の数をいいます。以下同じとします。）も加算するものとします。） 

または、 

（ⅱ）特定株主グループが、（注１）の（ⅱ）記載の場合は、当該大規模買付者及び当

該特別関係者の株券等保有割合（同法第２７条の２第８項に規定する株券等所有

割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有割合の算出にあたっては、総

議決権（同法第２７条の２第８項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の

総数（同法第２７条の２３第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告

書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参

照することができるものとします。 
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（注３）：株券等とは、金融商品取引法第２７条の２３第１項に規定する株券等を意味し

ます。 

（注４）：株式等の買付けまたは取得行為の実施の有無にかかわらず、（ⅰ）特定株主グル

ープが、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下、本注４において同じ

とします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主

が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、

または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に

支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（＊１）を樹立する

あらゆる行為（＊２）であって、（ⅱ）当社が発行者である株式等につき当該特定

株主グループと当該他の株主の株式等保有割合の合計が２０％以上となるような

行為を含むものとします。 

＊１：「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支

配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか

否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任

関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、当社株券

等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に関す

る実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当

社に対して直接・間接におよぼす影響等を基礎として行うものとします。 

＊２：本注４所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧

告を最大限尊重して合理的に判断するものとします。なお、当社取締役会は、本

注４所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の

株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 

 

（２）大規模買付者に対する意向表明書の要求 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、本

プランに従う旨を含む以下の内容を日本語で明示した意向表明書をご提出いただくこと

とします。なお、当社社が、大規模買付者から意向表明書を受理した場合には、速やかに

その旨及び、必要に応じ、その内容について公表します。 

① 大規模買付者の氏名または名称及び住所または所在地 

② 大規模買付者の設立準拠法 

③ 大規模買付者の代表者の役職及び氏名 

④ 大規模買付者の国内連絡先 

⑤ 大規模買付者の会社等の目的及び事業の内容 

⑥ 大規模買付者の直接・間接の大株主または大口出資者（持株割合または出資割合上位

１０名）及び実質株主（出資者）の概要 

⑦ 大規模買付者が現に保有する当社の株式等の数及び意向表明書提出前６０日間にお
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ける大規模買付者の当社の株式等の取引状況 

⑧ 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要等（大規模買付者が大規模買付行為

により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的（支配

権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株式等

の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注５）その他の目的がある場合には、そ

の旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を

含みます。） 

⑨ 本プランに従う旨の誓約 

（注５）：重要提案行為等とは、金融商品取引法第２７条の２６第１項、金融商品取引法

施行令第１４条の８の２第１項及び株式等の大量保有の状況の開示に関する内閣

府令第１６条に規定される重要提案行為等をいいます。 

 

（３）大規模買付者に対する情報提供の要求 

上記の意向表明書を受領した日から起算して１０営業日以内に、当社取締役会は、当社

株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以

下、「必要情報」といいます。）のリストを大規模買付者に交付し、速やかに当該リストに

記載された情報を提供していただくこととします。必要情報の具体的内容は大規模買付

者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下のとお

りです。 

① 大規模買付者及び特定株主グループ（共同保有者及び関係者を含みます。）の概要（名

称、事業内容、国内連絡先、資本構成、財務内容、当社及び当社グループの事業と同種

の事業についての経験等に関する情報を含みます。特定株主グループに含まれる者が

自然人である場合は、主たる職歴、年齢及び国籍を含みます。） 

② 大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連す

る取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含

みます。） 

③ 当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（調達スキームを含みます。）、

買付の時期、取引の仕組み等 

④ 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、

配当政策、資産活用策、経営者候補（当社及び当社グループの事業と同種の事業につい

ての経験等に関する情報を含みます。）等 

⑤ 当社の企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策及びその根拠 

⑥ 当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社

グループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容 

⑦ その他、当社取締役会が必要であると合理的に判断する情報 

なお、当社取締役会は、上記の必要情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会（下
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記（５）に定義されます。）に提供します。 

また、当社取締役会において、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけ

では不十分と認められる場合には、大規模買付者に対して必要情報が揃うまで追加的に

情報提供を求めます。当社取締役会は大規模買付者による必要情報の提供が完了したと

判断した場合には、適時適切な方法によりその旨の開示を行います。ただし、大規模買付

者に必要情報を追加的に提供していただく期限の上限を、当社が必要情報のリストに従

った情報を大規模買付者から最初に受領した日(初日不算入)から６０日に限定し、６０日

が経過した時点で後記（４）に規定する評価・検討手続を開始するものとします。 

なお、意向表明書及び必要情報の言語は、追加的に提供いただくものを含め、日本語に

限らせていただきます。 

また、大規模買付行為の提案があった事実、大規模買付者から意向表明書が提出された

事実及び当社取締役会に提供された必要情報その他の情報は、当社株主の皆様の判断の

ために必要かつ適切と認められる範囲において、適時に開示します。 

 

（４）取締役会による評価・検討 

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了したと判

断した後、最長６０日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社株式全部の

買付の場合）または最長９０日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」とい

います。）として設定します。なお、取締役会評価期間は、大規模買付者が当社取締役会

に対し必要情報の提供を完了したと判断した旨を当社が開示した日から起算されるもの

とし、大規模買付者は、取締役会評価期間が終了するまでは、大規模買付行為を開始する

ことができないものとします。 

ただし、後記（６）（ⅲ）により、対抗措置の発動に関し株主総会を開催する場合にお

いては、大規模買付者は、株主総会の決議が行われるまでは、大規模買付行為を開始する

ことができないものとします。 

また、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、当社取締役会または独立委員会が、取

締役会評価期間内に意見表明ないし勧告を行うに至らない場合には、取締役会は、その決

議により必要な期間内で取締役会評価期間を延長（最大３０日）することができます。こ

の場合、当社取締役会は、取締役会評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適

切と認める事項について、決議後速やかに公表を行います。 

この取締役会評価期間中に、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家（ファイナンシ

ャルアドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を受けつつ、提供された必要情報を十

分に評価･検討し、独立委員会の勧告を最大限に尊重して、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資するか否かの観点から当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、

公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する内容の改
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善について交渉し、当社取締役会として代替案を提示することもあります。 

 

（５）独立委員会による評価・検討と取締役会に対する提言 

当社取締役会は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社から独立した者のみ

で構成される独立委員会を設置します（その概要につきましては別紙２「独立委員会の概

要」をご参照ください。）。 

独立委員会は３名以上の委員により構成され、当社社外取締役及び外部の有識者のい

ずれかに該当する者の中から当社取締役会が選任するものとします（独立委員会の委員

につきましては別紙３「独立委員会の委員の氏名及び略歴」の各氏を予定しております。）。 

独立委員会は、取締役会評価期間内において、当社取締役会より提供された必要情報に

基づき、大規模買付行為の評価・検討を行うものとし、その結果に基づき対抗措置を発動

するべきか否かを、理由を付して当社取締役会に対し勧告します。 

また、独立委員会は、必要に応じ、以下の行為を行うことができます。 

① 必要情報が不十分である場合に、直接または当社取締役会等を通して間接的に、大規

模買付者に対し、必要情報を追加的に提出するよう求めること 

② 当社の取締役会に対し、所定の期間内に、大規模買付者の買付等の内容に対する意見

及びその根拠資料、代替案、その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示

するよう求めること 

③ 当社の取締役会に対し、取締役会評価期間の延長を求めること 

④ 直接または当社取締役会等を通して間接的に、大規模買付者と協議・交渉を行うこと 

⑤ 本プランの廃止または変更を取締役会に対して勧告すること 

⑥ その他当社取締役会が独立委員会に諮問した事項に関する必要なこと 

なお、独立委員会の各委員は、その判断を行うにあたっては、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社

の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならないものとします。 

 

（６）大規模買付者に対する対応方針 

（ⅰ）大規模買付者が本プランを遵守した場合 

当社取締役会は、大規模買付者が本プランを遵守した場合であっても、当社取締役会

の検討の結果、大規模買付者の買付提案が当社の企業価値または株主共同の利益を著

しく害すると認められる場合には、大規模買付行為に対する対抗措置をとる場合があ

ります。当社の企業価値または株主共同の利益を害すると認められる場合としては、例

えば、 

① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値

で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合 

② 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、
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企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させ

るなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合 

③ 会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の

債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合 

④ 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価

証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ

せるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜

けをする目的で株式買収を行っている場合 

等が当たりますが、これらにとどまるものではありません。 

大規模買付者が本プランを遵守し、かつ、当社取締役会が大規模買付者の買付提案が

当社の企業価値または株主共同の利益を著しく害さないと判断した場合には、当社取

締役会は、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。仮に、当社取締役会が

当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表

明すること、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、大規模

買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社

が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこと

になります。 

 

（ⅱ）大規模買付者が本プランを遵守しない場合 

大規模買付者が、本プランを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値及び当社株主共同の利益を守ることを

目的として、大規模買付者に対する対抗措置をとる場合があります。 

 

（ⅲ）なお、当社取締役会は、対抗措置を発動することが相当と判断する場合でも、株主

総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、実務上可能な限り最短の期

間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、対抗措置の発動に関

する議案を付議するものとします。株主総会を開催する場合においては、株主総会の

決議が行われるまでは、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものと

します。また、当社取締役会は、一旦対抗措置の発動を決定した後または発動後にお

いても、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、または独立委員会の勧告の

前提となった事実関係等に変動が生じた等の事情により、対抗措置の発動が適切で

ないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会に対して対抗措置の停止また

は変更を諮問したうえで、新株予約権を無償取得し対抗措置の停止または変更を行

うことがあります。この場合には、当社取締役会は、独立委員会が必要と認める事項

とともに、速やかにその旨を開示します。なお、新株予約権の無償取得を複数回行う

場合は、いずれも同一の条件とします。 
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（７）対抗措置の具体的内容 

上記（６）により、当社取締役会が大規模買付者に対し対抗措置をとる場合、具体的に

いかなる手段を講じるかについては、会社法その他の法律及び当社定款が認める措置の

中から、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。 

その際の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提

供する必要情報に基づき、独立の外部専門家や独立委員会の助言を得ながら、当該大規模

買付者及び大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）

や、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響を検討したうえで判断しま

す。 

具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は、別紙４「新

株予約権の概要」の記載のとおりですが、この場合には、議決権割合が一定割合以上の特

定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての

効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けます。 

 

５．株主・投資家に与える影響等 

（１）本プランが株主・投資家に与える影響等 

本プランは、当社株主の皆様に、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、更には、当社株主

の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより、当

社株主の皆様は、適切な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判

断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護に繋がるものと考え

ます。従って、本プランの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う前

提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えてお

ります。 

 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

大規模買付者が本プランを遵守しなかった場合、または大規模買付者の買付提案が当

社の企業価値または株主共同の利益を害すると認められる場合には、当社取締役会は、当

社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、当該大規模買付行為に対し、会社法

その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当

該対抗措置の仕組上当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が法的権利または経済

的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。ただ

し、例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を選択した際に、新株予約権の無償割

当を受けるべき株主の方々が確定した後において、当社が新株予約権の無償割当を中止

し、または、無償割当された新株予約権を無償取得する場合には、１株当たりの株式の価
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値の希釈化は生じませんので、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提に

して売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がありま

す。 

当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取

引所規則に従って適時適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の概要については別紙４「新

株予約権の概要」の記載のとおりですが、新株予約権の発行につきましては、新株予約権

の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく

必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行すること

になった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。 

 

６．本プランの有効期間等 

本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた場合、本プランは発効し、その

有効期間は３年間（本定時株主総会終結時から３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結時まで）とします。本プランの再継続（一部修正したうえで

の継続を含みます。）については改めて定時株主総会の承認を経ることとします。 

ただし、本プランは、本定時株主総会において継続をご承認いただき発効した後であって

も、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、または②当社

取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、本プランはその時点で廃

止されるものとします。従って、本プランは、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを

廃止させることが可能です。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、会社法等の関係法令の改正、

司法判断の動向及び金融商品取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社株主共同の

利益、当社企業価値の保護の観点から、必要に応じ本プランを見直してまいります。なお、

本プランの変更を決定した場合は、その内容を直ちに開示します。 

 

７．本プランの合理性 

（１）買収への対応方針に関する指針の要件等を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が２００５年５月２７日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・

相当性の原則）を完全に充足しています。また、本プランは、企業価値研究会が２００８

年６月３０日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および経

済産業省が２０２３年８月３１日に公表した「企業買収における行動指針－企業価値の

向上と株主利益の確保に向けて－」に示された考え方にも沿った内容になっております。 
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（２）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入・継続されていること 

本プランは、上記４にて記載したとおり、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付

行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示する

ために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行

うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上

させるという目的をもって導入・継続されるものです。 

  

（３）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

本プランは、本定時株主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効します。ま

た、上記４（６）（ⅲ） 記載のとおり、対抗措置の発動にあたって、一定の場合には、株

主総会において株主の皆様の意思の確認が行われる場合もあります。さらに、上記６に記

載したとおり、本プランには有効期間を３年間とするいわゆるサンセット条項が付され

ており、かつ、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランを

廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになって

おります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとな

っております。 

  

（４）合理的な客観的要件の設定 

本プランは、大規模買付者による買付提案に応じるか否かが、最終的には株主の皆様の

判断に委ねられるべきであることを原則としており、合理的かつ詳細な客観的要件が充

足されなければ対抗措置が発動されないように設定されております。このように、本プラ

ンは取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているも

のといえます。 

  

（５）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

本プランの導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様の

ために、対抗措置の発動及び本プランの廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的

に行う機関として独立委員会を設置します。実際に当社に対して大規模買付行為がなさ

れた場合には、別紙２「独立委員会の概要」にあるとおり、独立委員会は、大規模買付行

為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か等を評価、検

討し、取締役会に対して勧告を行い、取締役会はその勧告を最大限尊重して決議を行うこ

ととします。 

このように、独立委員会によって、取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、

その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが

確保されています。 
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（６）デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止

することができるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会

で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能で

す。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を

交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差

任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防

衛策）でもありません。 

 

以 上 
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別紙１ 
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別紙２ 

独立委員会の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務

執行を行う経営陣から独立した地位にある当社の社外取締役及び外部の有識者の中から、

当社取締役会が選任する。なお、外部の有識者とは経営経験豊富な企業経営者、投資銀行

業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法・経営学等を主たる研究対象とする学識

経験者、またはこれらに準ずる者をいう。 

 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、その

理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、決

定を行うにあたって、当社企業価値及び当社株主共同の利益に資するか否かの観点から

これを行うことを要し、自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的としては

ならない。 

① 買収に対抗するための新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認

める対抗措置の発動 

② 買収提案者との交渉に基づく新株予約権の消却、発行中止その他の対抗措置の廃止 

③ 発動または決定した対抗措置の停止または変更 

④ 前３号に準じる重要な事項 

⑤ その他、当社取締役会が独立委員会に勧告を求める事項 

 

・ 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負

担により助言を得ることができる。 

 

・ 独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを

行う。 

 

以上 
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別紙３ 

独立委員会の委員の氏名及び略歴 

     

    中田 英里（１９７３年１月２０日生） 

              １９９５年４月  監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所  

              １９９８年４月   公認会計士登録（現任） 

       ２０１６年３月  中田英里公認会計士事務所開設 

             ２０１８年６月  当社社外取締役 

       ２０１９年６月  当社社外取締役監査等委員（現任） 

       （重要な兼職の状況） 

               中田英里公認会計士事務所  代表 

        サカタインクス株式会社 社外取締役監査等委員 

    山本 寛（１９７８年９月２３日生） 

              ２００３年８月    大阪司法書士会登録（現任） 

２００７年１２月  弁護士登録（現任） 

２０１３年７月    上海華誠律師事務所入所 

２０１４年４月    上海華誠律師事務所退所 

２０１４年６月    ウィル合同法律事務所開設 

２０２３年６月    当社社外取締役監査等委員（現任） 

２０２６年１月  ベリーベスト法律事務所パートナー就任（現任) 

（重要な兼職の状況） 

ベリーベスト法律事務所 パートナー 

       福塚 圭恵（１９８０年６月３０日生） 

              ２００８年１２月  弁護士登録（現任） 

                                共栄法律事務所入所 

２０２０年１月    共栄法律事務所パートナー就任（現任） 

２０２３年６月    当社社外取締役監査等委員（現任） 

（重要な兼職の状況） 

              共栄法律事務所 パートナー 

        株式会社千趣会 社外監査役 

        

    ＊中田英里氏、山本寛氏及び福塚圭恵氏は、いずれも東京証券取引所に独立役員 

として届け出ております。 

以上 
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別紙４ 

新株予約権の概要 

  

１．新株予約権の割当方法（新株予約権無償割当て） 

会社法第２７８条及び第２７９条の規定による新株予約権の無償割当てに関する当社

取締役会決議（以下、「新株予約権無償割当て決議」という。）において定める割当ての基

準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その保有株式（ただし、

同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）１株につき新株予約権１個の割合で、

新株予約権を無償で割当てる。 

  

２．新株予約権の発行総数 

新株予約権の発行総数は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定

める数とする。なお、当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことが

ある。 

  

３．新株予約権無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当ての効力発生日は、新株予約権無償割当て決議において当社取締

役会が別途定める日とする。 

  

４．新株予約権の目的となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。 

  

５．新株予約権の目的となる株式の総数 

（１）新株予約権１個あたりの新株予約権の目的となる株式の数（以下、「対象株式数」と

いう。）は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める数とする。 

（２）新株予約権の目的となる株式の総数は、当社定款に規定される発行可能株式総数から

新株予約権無償割当て決議時点における発行済株式総数（ただし、同時点において当社

の有する当社株式の数を除く。）を控除した数を上限とする。 

  

６．新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、払込をなすべき額は新株予

約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める１円以上の額とする。 

  

７．権利行使期間 

新株予約権の行使期間については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める期間とする。 
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８．譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

９．行使条件 

特定株主グループ（議決権割合が２０％以上のものに限る。以下、同じ。）に属する者

または特定株主グループに属する者になろうとする者（ただし、当社株式を取得または保

有することが当社株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者を除く。以下、特

定株主グループと合わせ「例外事由該当者」という。）ではないこと等を条件として定め

る。詳細については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めるもの

とする。 

 

１０．取得条項 

（１）当社は、大規模買付者による大規模買付ルールの違反その他の一定の事由が生じるこ

とまたは取締役会が別途定める日が到来することのいずれかを条件として、当社取締

役会の決議に従い、例外事由該当者以外の者が所有する新株予約権のみを取得するこ

とができる旨の取得条項を付すことができるものとする。詳細については、新株予約権

無償割当て決議において当社取締役会が別途定めるものとする。 

（２）前項における取得の対価は、原則として、例外事由該当者以外の者が所有する新株予

約権の取得については、当該新株予約権１個につき対象株式数と同数の当社普通株式

（以下、「交付株式」という。）とする。 

 

１１．無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を維持することが相当でないと判断した場合、その他

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は新株予

約権の全部を無償にて取得することができる。 

 

以上 

 

  



20 
 

別紙５ 

当社の大株主の状況（2026 年 3 月 31 日現在） 

 

（１）発行可能株式総数            5,185,000 株 

（２）発行済株式の総数      1,145,500 株（自己株式 245,378 株を含む。） 

（３）株主数             1,468 名 

（４）大株主（上位 10 名） 

 

株  主  名 持株数 持株比率 

有限会社新光企画 157,625 17.51 

INTERACTIVE BROKERS LLC 45,500 5.05 

株式会社みずほ銀行 35,200 3.91 

花王株式会社 35,112 3.90 

三京化成従業員持株会 31,928 3.55 

小川 和浩 30,487 3.39 

小川 和夫 29,122 3.24 

ナカバヤシ株式会社 27,100 3.01 

USBK NA JP I&W TS 25,000 2.78 

株式会社トーヨーアサノ 20,000 2.22 

 

（注）当社は自己株式 245,378 株を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま

す。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 

以 上 


